
 83 

７．排水設備工事の申請手続き及び関係様式等 
 

 

 

排水設備等確認申請の流れ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８４ 

 

排水設備等確認申請書    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８５ 

 

排水設備等工事完成届 公共下水道使用開始届 ・・・・・・・・・・  ８７ 

 

除害施設設置（変更）届   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８８ 

 

除害施設休止（廃止）届   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８９ 

 

制限行為許可（変更）申請書  ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９０ 

 

排水設備等撤去許可申請書   ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９１ 

 

公共汚水桝設置申請（設置承諾）書 ・・・・・・・・・・・・・・・ ９２ 

 

公共雨水桝設置承諾書    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９３ 

 

下水道施設引継申出書    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９４ 

 

公共桝撤去申請書      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９５ 

 

確約書           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９６ 

 

ディスポーザ排水処理システム等取扱要領  ・・・・・・・・・・・ ９７ 

 

維持管理業務委託契約確約書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９９ 

 

使用者継承確約書      ・・・・・・・・・・・・・・・・・ １００ 

 

 

 

 

 

 



 84 

　申請の流れ

工 事 申 込 工事申込者が指定工事事業者と工事契約 道路占用許可申請手続 指定工事事業者が道路使用許可申請書を

（営業センター給排水担当） 警察署へ提出、許可後分岐工事

指 定 工 事 事 業 者 事前調査、現地調査に基づき申請図書作成

納 入 通 知 書 発 行 加 入 金

（営業センター料金担当） 手 数 料

事 前 審 査 行為の制限の審査について

（下水道施設課管理係） 除害施設 納 金

大規模施設等 （営業センター収納担当）

（下水道施設課管理係） 要公共汚水桝

（公共汚水桝設置申請（設置承諾）書） 工 事 許 可

（営業センター給排水担当） 加入金、手数料を納入し、決裁後着工する

（総務課財務係） 受益者負担金納付状況

（営業センター料金担当） 上水道以外による排水設備使用の協議について 中 間 検 査

（井水メータ等） （営業センター検査担当）

審 査 竣 工 排水設備等工事完成届公共下水道使用開始届

（営業センター給排水担当） を営業センター（料金担当）へ提出

量水器借用申請書提出

量 水 器 払 い 出 し 承 認

（営業センター検査担当） （管工事業協同組合）

竣 工 検 査

（営業センター検査担当）

竣工図データ電算入力

（営業センター給排水担当）

竣 工 図 マ イ ク ロ 化

（営業センター給排水担当）

竣 工 図 保 管

（営業センター給排水担当）

使 用 量 電 算 入 力

調 定

水 道 料 金 等 徴 収

（営業センター料金担当）

新 規 デ ー タ 電 算 入 力

（営業センター料金担当）

検 針

水 道 使 用 承 認
給水 装 置工 事 承認
排 水 設 備 等 確 認

加入金、手数料精算調定

量 水 器 払 出
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タンクレス便器 
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第３号様式（第７条・第９条関係） 

排水設備等工事完成届 
公共下水道使用開始届 

 
 

（あて先）江別市水道事業管理者          

 
年  月  日 

 

 

 

 

届出人 

 

 

 

    住 所 

工 事 

    氏 名 

 

    住 所 

使 用 

    氏 名 

 

 

㊞ 

 

 

 

㊞ 

  次のとおり工事が完成し、公共下水道を使用したいので届け出ます。 
 

排水設備等設置場所 江別市 

排水設備等設置者 
の 住 所 氏 名 

 

排水設備等使用者 
の住所氏名（下水 
道 使 用 料 名 義 人 ） 

 

施工者の住所氏名  

施工期間 

着 工 

年月日 
年   月   日 

完 成 

年月日 
年   月   日 

工 事 種 別 新 設    増 設    改 築    認 定 

使 用 開 始 年 月 日 年   月   日 

汚 水 の 種 類 家事用・団体用・特殊営業用・公衆浴場用・その他 

汚 水 排 出 量 

 

の 算 定 基 礎 

用水によ 

 

る 区 分 

水道水 

地       下       水 

業 

種 

 
人 

員 

 

 

  人 

便 

所 

水
洗
式 

大  ヶ 

小  ヶ 

兼  ヶ 

浴 

槽 

  ヶ 

 

  ㎥ 

 

  上記の排水設備等を検査しました。   

年  月  日 

江別市水道事業管理者 

確 認 申 請 年 月 日 

確 認 番 号 

年  月  日 

第         号 

検 査 年 月 日 

検 査 番 号 

年  月  日 

第        号 

検
査
済
証 

 

※ 

 

備 
 

考 

 

備考  ※印欄は記入の必要ありません。 
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第５号様式（第１１条関係） 

除害施設設置（変更）届 

 
 

年  月  日 

 

（あて先）江別市水道事業管理者 

 

 
 

申請者 
住 所 

氏 名                  ㊞ 

 電 話 

 
 

江別市公共下水道条例第12条の規定に基づき次のとおり届け出ます。 

除害施設設置場所  

業種及び作業内容 （別添製造工程） 

工 場 又 は 作 業 場 

の面積及び配置図 
       ㎡   （配置図は別紙図面のとおり） 

排 水 の 水 量 

及 び 水 質 

水 量    ㎥/日 

水 質    別紙水質試験成績書のとおり 

新 設 ・ 変 更 の 別 新 設 ・ 変 更   （該当のものを○で囲むこと。） 

汚 水 の 処 理 方 法 

 

 

処理の系統  別紙図面のとおり 

除 害 施 設 の 仕 様 

構 造 及 び 機 能 

仕様、構造  別紙図面のとおり 

機能処理効果  別紙のとおり 

設 計 者  

除 害 施 設 

工事着手と完工予定 

着 手      年  月  日 

完 工      年  月  日の予定（工事の日程表は別紙のとおり） 

施 工 業 者 

 

 

電話 

注 １．配置図には、製造工程のフローシート、雨水排水の経路図及び付近の見取り図を添付する。 

  ２．汚水の処理法には、発生汚泥量及びその処分方法を付記する。 

  ３．除害施設の仕様、構造及び機能には、見積り書、装置等のパンフレットを添付する。 
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第５号様式の２（第１１条関係） 

除害施設休止（廃止）届 

 
 

年  月  日 

 

（あて先）江別市水道事業管理者 

 

 
 

申請者 
住 所 

氏 名                  ㊞ 

 電 話 

 
 

江別市公共下水道条例第12条の規定に基づき次のとおり届け出ます。 

除害施設の設置場所  

休 止 ( 廃 止 ) 
施 設 内 容 

 

休 止 ( 廃 止 ) 
年 月 日 

自          年   月   日 
至          年   月   日 

休 止 ( 廃 止 ) 
の 理 由 

 

備考 
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第７号様式（第１5条関係） 

制限行為許可（変更）申請書 

 

 

年  月  日  

 

 

（あて先）江別市水道事業管理者           

 

 

                             住 所 

 

                         申請者 氏 名              ㊞ 

 

                             職 業 

 

 

下記のとおり物件を設置したいので、設計図書を添えて申請します。 

物 件 の 設 置 場 所 江別市 

物 件 の 名 称  

物 件 の 構 造  

物件を設ける目的  

物件を設ける期間 自      年  月  日      至      年  月  日 

物 件 の 
設 置 
工 事 

施工期間 自      年  月  日      至      年  月  日 

施 工 者  

物 件 の 
 

管 理 

管 理 者  

管理方法  

変 更 す る 事 項  

変 更 す る 理 由  
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第１１号様式（第１9条関係） 

２ 連 複 写 

排水設備等撤去許可申請書 
 

年  月  日 

 

（あて先）江別市水道事業管理者    

 

                             住 所 

申請者 

                             氏 名                ㊞ 

 

下記のとおり排水設備撤去の許可を申請します。 

排水設備等設置場所 江別市 

排水設備等確認番号 第      号 

排水設備等設置者 
の 住 所 氏 名 

 

排水設備等使用者 
の 住 所 氏 名 

 

撤 去 予 定 年 月 日 年   月   日 

撤 去 の 理 由  

上記のとおり許可します。 

年  月  日 

 

様 

 

江別市水道事業管理者              ㊞ 

※ 撤 去 番 号  

※  
注 意 

 
 

事 項 
 

 

※ 

検 

印 

 

備考  ※印欄は記入の必要ありません。 
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公共汚水桝設置申請（設置承諾）書 

                    年   月   日 
（あて先） 江別市水道事業管理者 

 
                            申請者 住 所 

 

                                   氏 名               ○印  

 

桝設置場所  江別市    

 

公共桝設置高さ H＝ 施工期限  

本管土被り H＝ 給水同時掘削 有 ・ 無 

 
     １ 公共汚水桝の設置に係る土地の使用については、無償貸与するものとしま 
         す。なお、将来当該土地の所有権を移転する場合には、設置承諾に基づく 

         事項を継承させます。 

     ２ 江別都市計画下水道事業受益者負担に関する条例に基づき、当該土地（汚 

     水を排除する全ての土地を含む。）に係る受益者負担金が賦課された場合 

     は、支払うものとします。（第    負担区       円／㎡） 

   ３ 下水道の使用を開始する場合は、公共下水道使用開始届を提出し、江別市 

     公共下水道条例に基づく下水道使用料を支払うものとします。      

  （注）不要な項目は抹消のこと。 

            
         

 
 

《設置位置図》 （方位、宅地及び桝の位置、寸法を明記する） 
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　公共雨水桝工事の施工に伴い、桝の設置に係る土地の使用については
無償貸与することを承諾いたします。
　尚、将来土地の所有権移転が生じた場合、設置承諾に基づく承諾事項
を継承させます。

　　　　　　　年　　月　　日

（あて先）江別市水道事業管理者　　　　　　　　　　　

所有者住所

所有者氏名 　　 印

桝設置住所　　江別市

［位置図］　※方位、宅地及び桝の位置寸法明記

公 共 雨 水 桝 設 置 承 諾 書
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下水道施設引継申出書 
                                       年  月  日 

  （あて先）江別市水道事業管理者 

              

                                住 所 

                          引継申出者 

                                氏 名 

 

     下水道法第１６条の規定により設置された下水道施設を江別市に引き継ぎます。 

 

記 

 

１．下水道施設の所有地         

             江別市                       

 

２． 添付書類 

イ．位置図（Ａ－４版） 

ロ．平面図 

ハ．縦断面図 

ニ．工作物詳細図「人孔・公共桝」 

ホ．宅地内宅地公共（汚水・雨水）桝がある場合は、桝設置承諾書（別紙様式） 

 

３．引継施設 

     （雨水管・汚水管・雨水人孔・汚水人孔・公共雨水桝・公共汚水桝・規格毎に記載） 

 

施 設 名 規   格 単 位 数   量 摘   要 
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公 共 桝 撤 去 申 請 書 

                              

    年  月  日 

 （あて先）江別市水道事業管理者 

               

                              住 所              

                          申 請 者 

                              氏 名            ㊞ 

    

       下記のとおり、公共桝の撤去を関係図書を添えて申請致します。 

       尚、将来公共桝が必要となった場合は、市の指導により当方の費用により設置 

し、市へ無償提供する事を誓約致します。又、土地の所有権移転等が生じた場合 

は誓約事項を継承致します。 

 

記 

 

公共桝撤去場所          江別市                    

 

     公共桝種別（汚水桝・雨水桝）                          

 

     撤去箇所土地所有者        住 所                    

 

                      氏 名                  ㊞ 

 

撤去予定年月日              年  月  日 

 

撤 去 の 理 由                                

 

                                               

 

                                               

 

 

施工業者名                現場代理人名           

 

添付図書  ①建築確認申請書写し    ②排水設備等確認申請書写し（一式） 

               ③地番連絡図写し 

              ※各図書に土地所有者の割り印 
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確  約  書 

 

   年  月  日 

(あて先）江別市水道事業管理者 

 

 

住   所                              

 

氏   名                          印 

電話番号                               

   

   

 この度、排水設備工事の申請にあたりグリース阻集器を設置しますが、下記の事項を十

分認識した上で使用することを確約致します。 

 

記 

 

 

排水設備の設置場所:     江別市 

 

１． 当施設から排出されるグリースが当施設内で適切に処理されていないと、当施設の排 

  水管のみならず下水道本管まで詰まらせてしまい、沿線の市民に対しても迷惑をかけて 

  しまうということを認識します。 

 

２． 当施設では、これを防ぐ為グリース阻集器（油分除去装置）を設置しますが、適宜グ 

 リースの回収やグリース阻集器内部の清掃を行わないと、阻集器が機能しなくなるとい 

 うことを認識します。 

なお、清掃の際に出たグリースは下水道本管に流すことなく、適正に処分します。 

 

３． 排水設備の新設、改築等（グリース阻集器を改良する場合を含む）をする場合は、江 

 別市水道部に必要な申請書類を提出し、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する 

 法令の規定に適合するものであることについて確認を受けなければならないことを認識 

 します。また、排水設備の工事は江別市指定排水設備工事事業者でなければ行ってはな 

 らないことを認識します。 

 

４． 以上を認識した上で、排水設備の適切な維持管理を行いますが、万が一、事故を起こ 

 した場合は当施設の費用で速やかに公共汚水桝、取付管及び下水道本管等の清掃を行う 

 ことを確約します。 

また、将来当施設の所有権移転が生じた場合、本確約書に基づく事項を継承させます。 
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ディスポーザ排水処理システム等取扱要領 

                      （平成１２年１月３１日 水道事業管理者決裁） 

１ 趣旨 

       この要領は、ディスポーザと排水処理槽等で構成するシステムに関し、排水設備として 

  適切な維持管理を確保するために必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 定義 

（１） ディスポーザ排水処理システム等（以下「システム」という。）とは、生ごみを粉 

砕し、これを排水処理槽等で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体で 

あって、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に基づく配管設備として国土交通 

大臣等が認定したもの又は「ディスポーザ排水処理システム性能基準（案）（以下 

「基準（案）」という。）」（（社）日本下水道協会）に適合する評価を受けたもの 

をいう。 

（２） 使用者とは、次に掲げる者であって、システムの使用及び維持管理を行う者をいう。 

①独立建築物の所有者又は賃借人 

②賃借の集合建築物の所有者又は賃借人 

③分譲の集合建築物の所有者又はその代表者 

（３） メーカーとは、システムについて国土交通大臣等の認定を受けた者又は基準（案） 

に適合する評価を受けた者をいう。 

（４） 維持管理業者とは、システムの認定書に記載されている維持管理の業者をいう。 

 

３ 関係書類の添付 

       水道事業管理者は、江別市公共下水道条例（昭和４２年条例第３号。以下「条例」とい 

  う。）第６条の規定に基づきシステムの新設又は変更に係る計画の確認を受けようとする 

  申請者（以下「申請者」という。）に対し、申請書に次の当該システムに関する書類を添 

  付させるものとする。 

（１） 認定書の写し又は適合評価書の写し 

（２） 維持管理業務委託契約確約書（第１号様式） 

（３） 使用者承継確約書（第２号様式） 

（４） 機器の構造及び性能を示す仕様書の写し 

（５） 維持管理計画に関する書類（ただし、上記書類で確認できるものを除く。） 

       ①維持管理体制 

       ②処理水質基準 

       ③維持管理・清掃・汚泥処理の点検及び頻度 
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４ 維持管理に関する指導 

       水道事業管理者は、条例第６条の規定に基づく計画の確認を行う場合には、申請者に対 

  し、次に掲げる事項の遵守を求める。 

（１） 当該システムについて、適切に維持管理を行うこと。 

（２） 当該システムの維持管理について、維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結す 

   ること。 

５ 使用者の地位の承継の指導 

       水道事業管理者は、条例第６条の規定に基づく計画の確認を行う場合には、申請者に対 

  し、当該システムの譲渡等をするときは、譲渡等を受ける者が、当該システムの適切な維 

  持管理を行わなければならない使用者の地位を承継するものであることをその者に説明し、 

  その理解を得るよう努めることを指導する。 

 

６ 排除の停止又は制限 

  水道事業管理者は、システムの維持管理の状況により、公共下水道への排除が公共下水 

  道を損傷若しくは機能を阻害するおそれがあるとき又は公共下水道の管理上必要があると 

  認めるときは、当該システムの改善の指導又は条例第１２条の２の規定に基づき、排除の 

  停止若しくは制限を行う。 

  

７ メーカーに対する指導 

       水道事業管理者は、メーカーに対し、必要があると認める場合には、次に掲げる事項を 

  指導する。 

（１） メーカーは、システムの販売に当たり、申請者に対し、第４項に規定するシステム 

   の維持管理に関する事項を遵守する必要のあることを説明し、その理解を得るよう努 

   めること。 

 

（２）  メーカーは、申請者に対し、水道事業管理者の行う維持管理に関する指導に協力す 

   る必要のあることを説明し、その理解を得るよう努めること。 
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第１号様式 
 

維持管理業務委託契約確約書 
 

年  月  日 

 
（あて先）江別市水道事業管理者 
 

 

申請者  住所 

 
氏名              ㊞ 

 

 
私は、下記に掲げる事項を遵守し、ディスポーザ排水処理システム等を適切 

に使用及び維持管理することを確約します。 

 
 
 

記 

 

１ 申請書の添付書類に記載した維持管理計画に従い、ディスポーザ排水処理 
システム等を適切に使用及び維持管理すること。 

 
２ ディスポーザ排水処理システム等の維持管理について、維持管理業者と維 
持管理業務委託契約を締結し、その契約書の写しを水道事業管理者に提出す 
ること。 

 
３ ディスポーザ排水処理システム等の使用及び維持管理に関して、水道事業 
管理者が行う指導に協力すること。 

 
※ ディスポーザ排水処理システム等とは、生ごみを粉砕し、これを排水処理 
槽で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体であって、建築基 
準法に基づく配管設備として建設大臣等が認定したもの又は「ディスポーザ 
排水処理システム性能基準（案）」（（社）日本下水道協会）に適合する評 
価を受けたものをいう。 
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第２号様式 
 

使用者承継確約書 
 

年  月  日 

 
（あて先）江別市水道事業管理者 
 

 

申請者  住所 

 
氏名              ㊞ 

 

 
私は、ディスポーザ排水処理システム等について、当該システムを譲渡し、 

又は貸し付けるときは、当該譲渡等を受ける使用者に対し、下記に掲げる事項 
を遵守する必要のあることを説明し、その理解を得るよう努力することを確約 
します。 

 

記 
 

１ 申請書の添付書類に記載した維持管理計画に従い、ディスポーザ排水処理 
システム等を適切に使用及び維持管理すること。 

 
２ ディスポーザ排水処理システム等の維持管理について、維持管理業者と維 
持管理業務委託契約を締結し、その契約書の写しを水道事業管理者に提出す 
ること。 

 
３ ディスポーザ排水処理システム等の使用及び維持管理に関して、水道事業 
管理者が行う指導に協力すること。 

 
※ ディスポーザ排水処理システム等とは、生ごみを粉砕し、これを排水処理 
槽で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体であって、建築基 
準法に基づく配管設備として建設大臣等が認定したもの又は「ディスポーザ 
排水処理システム性能基準（案）」（（社）日本下水道協会）に適合する評 
価を受けたものをいう。 


